
 

 

岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する  

条例施行規則の一部を改正する規則の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  岩見沢市事務分掌条例施行規則の一部改正（令和８年規則第２８号）によ

り、空き家等に関する業務が、市民連携室から環境保全課に移管されたこと

に伴い、岩見沢市空き家等対策審議会の庶務を行う部署を改めるなど所要の

規定の整備を行う。  

  

第２  改正の内容  

 岩見沢市空き家等対策審議会の庶務を行う部署を市民連携室から環境保全

課に改める。  

 

第３  施行期日  

公布の日  

 

 



 

岩見沢市規則第２９号  

 

岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。  

 

令和  ８  年  ４  月２４日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市における空き家等の適正な管理に  

関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 

岩見沢市における空き家等の適正な管理に関する条例施行規則（平成２６年

規則第２１号）の一部を次のように改正する。  

 

 第１１条中「市民連携室」を「環境保全課」に改める。  

 第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。  

 （様式の標準）  

第１２条  この規則における各様式については、これを標準とする。  

 様式第１号を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  


